
広報あぐい　２００７年１月１５日号
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◇　子どもを見守り、子どもと触れあい、子どもに声を掛け、どんな小さなサインも見逃さな
いようコミュニケーションを図りましょう。

◇　いじめを許さない、いじめが起きても解決できる町づくりを目指しましょう。

◇　一人ひとりを大切にする温かい心を持ち、いじめや差別をなくしましょう。

　
　子どもの様子がおかしいと感じたら、阿久比町いじめ・不登校相談ダイヤル「こすもす」
へ連絡・相談を
　�（４８）１１１１（内２７４）月曜～金曜日　午前９時～午後４時（土曜・日曜日、祝日は除く）

・

　

電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ
ム
は
、
役
場

に
対
す
る
各
種
申
請
書
を
パ
ソ
コ
ン
を

使
っ
て
作
成
し
、
自
宅
や
職
場
な
ど
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
原
則
二
十

四
時
間
三
六
五
日
い
つ
で
も
申
請
で
き
る

シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

現
在
、
住
民
票
の
写
し
の
交
付
請
求
、

所
得
証
明
書
の
交
付
請
求
、
水
道
使
用
開

始
の
届
け
出
な
ど
四
十
一
の
手
続
き
が
行

え
ま
す
。（
利
用
可
能
な
手
続
き
一
覧
は
、

阿
久
比
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w

.tow
n.agui.lg.jp/procedure.htm

l

）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。）

　

今
回
、
電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ
ム
の

利
用
可
能
な
手
続
き
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

□
新
た
に
利
用
可
能
と
な
っ
た
手
続
き

　

印
鑑
登
録
証
明
交
付
請
求

□
追
加
手
続
の
利
用
開
始
日

　

一
月
二
十
四
日（
水
）〜

□
利
用
に
あ
た
っ
て
の
注
意
事
項

　

電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ
ム
を
使
う
た

め
に
は
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｄ
ｏ
ｗ
ｓ
対
応
の
パ
ソ

コ
ン
（
Ｏ
Ｓ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
Ｘ
Ｐ
、
２

０
０
０
、
Ｍ
ｅ
ま
た
は
Ｎ
Ｔ
４
・
０
）
と

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
環
境
が
必
要
で
す
。

　

手
数
料
が
必
要
な
申
請
・
届
け
出
に
つ

い
て
は
、
役
場
窓
口
で
の
納
付
ま
た
は
郵

便
小
為
替
の
郵
送
に
よ
る
納
付
と
な
り
ま

す
。

　

証
明
書
な
ど
の
交
付
物
は
、
自
宅
か
ら

は
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
（
印
刷
）
で
き
ま
せ

ん
。
役
場
窓
口
で
の
交
付
ま
た
は
郵
送
交

付
と
な
り
ま
す
。

□
電
子
証
明
書
の
取
得
に
つ
い
て

　

申
請
す
る
手
続
き
に
よ
っ
て
は
、
事
前

に
次
の
電
子
証
明
書
を
取
得
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

・　

個
人
の
方　

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ

ス
に
よ
る
電
子
証
明
書

・　

法
人
の
方　

商
業
登
記
に
基
づ
く
電

子
認
証
制
度
に
よ
る
電
子
証
明
書

□
問
い
合
わ
せ
先

・　

電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ
ム
に
関
す

る
こ
と　

企
画
財
政
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
３
０
３
）

・　

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

こ
と　

住
民
福
祉
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
２
４
）

・　

商
業
登
記
に
基
づ
く
電
子
認
証
制
度

に
関
す
る
こ
と　

名
古
屋
法
務
局
法
人

登
記
部
門

　

�
０
５
２（
９
５
２
）８
１
１
１

電子申請・届出システムのアドレス 
 

（上記アドレスを入力すると下図の画面が出ますので、利用案内に従って申請・届出
を行ってください。阿久比町ホームページからも利用できます。） 
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